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近
代
憲
法

の
展
開

と
駿
台

ア
カ
デ

ミ
ズ

ム

松
本
重
敏
憲
法
学
を
中
心
と
し
て

吉

田

善

明

一
、
問
題
の
所
在
ー
1

本
学
の
発
展
期

(第

二
期
)
を
支
え
る
憲
法

ス
タ

ッ
フ
ー

権
力
分
立
と
人
権

の
規
定
が
国
家

の
基
本
的
秩
序
と
な

っ
て
い
る
体
制
を
近
代
国
家
体
制
と
い
い
、
そ
の
法
典
化
を
近
代

的
意
味

の
憲
法

(OO
b
.oo庁
一汁
d己
↑O
b
・)
と
呼
ん
で
い
る
ρ

一
七
八
九
年

の
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
第

一
六
条

に

'「
す
べ
て
権
利

の

保
障
が
確
保
さ
れ
ず
、
権
力

の
分
立
が
定
め
ら
れ

て
い
な
い
社
会
は
憲
法
を
有
す
る
も

の
で
は
な
い
」
と
あ
る
が
、

こ
の
規

定
は
近
代
的
意
味

の
憲
法
を
も

っ
と
も
よ
く
表
わ
し
た
も
の
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解

の
も
と
で
憲
法
を
捉

え
て
い
け

ば
、
わ
が
国
の
憲
法
は
近
代
国
家
と
し
て
歩
み
は
じ
め
た
明
治
期
以
降

の
憲
法

(明
治
憲
法
)
が
該
当
す
る
。

と

こ
ろ
で
、
明
治
大
学

の
前
身
は
明
治
法
律
学
校

で
あ
る
。
本
学

の
創
立
者
達
は
、
近
代
国
家

の
法
を
日
本

に
導
入
し

て

封
建
的
束
縛
か
ら
個
人
を
解
放
す
る
法
秩
序
を
教
授
し
、
普
及
せ
し
め
る
目
的
を
も

っ
て
創
設
し
た
。
私

の
担
当
す
る
公
法

(憲
法
、
行
政
法
)

で
は
、
西
園
寺
公
望
が
初
代

の
憲
法

・
行
政
法

の
ス
タ

ッ
フ
と
し

て
教
壇

に
た
た
れ
た
。
明
治
法
律
学

校
は

一
九
〇
三

(明
治
三
六
)
年

に
校
名
を
変
え
た
が
爾
後
今
日
ま

で

一
二
三
年

の
歴
史
を
刻
ん
で
い
る
。

そ
の
間
、
本
学
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の
憲
法
講
座
は
斯
界
を
代
表
す
る
先
達

に
よ

っ
て
引
継
が
れ
、
ま
た
本
学
出
身

の
憲
法
学
者
を
輩
出
し

て
き
た
。

こ
れ
を
駿

台
憲
法

ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
の
形
成

・
展
開
そ
し
て
発
展
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
小
稿

で
は
、

こ
れ
ら
の
全
史
を

こ

こ
で
は
展
開
す
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
全
史

の
中

で
、
と
り
わ
け
、
大
学
令
に
も
と
つ
く
大
学
と
し

て
歩
み
出
し
た
時
期
か

ら

一
九
四
九
年
ま

で
を
第
二
期
と
捉
え
、
そ
の
間

に
活
躍
さ
れ
た
憲
法
学
者
、
と
り
わ
け
こ
の
期

の
前
半
を
代
表
す
る
松
本

重
敏
憲
法
学
を
中
心
に
駿
台

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
形
成
と

い
う
視
点
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
第
二
期

の
前
史

と
し
て
の
第

一
期

で
活
躍
さ
れ
た
本
学

の
憲
法
学
者

の
紹
介
か
ら
は
じ
め
た
い
。

第

一
期

は

一
八
八

一

(明
治

一
四
)
年

一
月

の
明
治
法
律
学
校

の
開
校
か
ら

一
九
二
〇

(大
正
九
)
年
三
月
ま
で
で
あ
る
。

こ
の
期
は
知
名

の
士
や
学
者
を
糾
合
し
て
講
義
が
な
さ
れ
た
。
当
時
、
憲
法
講
座
を
支
え
た
講
師
陣

に
は
、

フ
ラ
ン
ス
か
ら

帰
朝
し
た
西
園
寺
公
望
、

そ
の
後
継
者

で
あ

っ
た
光
妙
寺

三
郎
、

ド
イ

ツ

・
オ
ー
ス
ト
リ
ー
で
国
法
学
を
学
び
帰
朝
し
た
有

賀
長
雄
、
京
都
帝
国
大
学
が
創
立
さ
れ
る
ま
で
本
学

の
教
壇

に
た

っ
て
い
た
井
上
密
、
本
学
と
東
京
専
門
学
校

(後

の
早
稲

　
エ

　

田
大
学
)
を
兼
職
し
て
い
た
副
島
義

一
お
よ
び
後

に
枢
密
顧
問
と
な
る
清
水
澄
な
ど
が
教
壇

に
た
た
れ
て
い
る
。
当
時

の
ス

タ

ッ
フ
は
い
ず
れ
も
、
当
時
形
成
さ
れ
て
き
た
国
家
主
義
的
傾
向

に
対
抗
す
る
憲
法
学
者

の
面
々
で
あ

っ
た
。

第

二
期

は
、

一
九
二
〇

(大
正
九
)
年
四
月
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
後

の

一
九
四
九
年
三
月
ま

で
の
期
間
で
あ
る
。
日
本

の
憲
法
学

の
確
立
、
展
開
期

に
あ
た
る
。
本
学

で
は
法
学
部
、
商
学
部
、
政
経
学
部
、
文
学
部

の
四
学
部
を
擁
し
、
建
学
精

ハ
　
　

神

の
も
と
独
自

の
学
風
が
形
成
さ
れ
て
い
く
時
期

で
も
あ
る
。
憲
法
学

の
講
座

に
お

い
て
は
、
本
学
出
身

の
松
本
重
敏
、
イ

　
　

　

ギ
リ
ス
で
学
ば
れ
た
植
原
悦
二
郎
が
教
壇

に
た

つ
て
い
る
。

こ
の
期
は
両
教
授
を
中
心
に
美
濃
部
達
吉
、
上
杉
恨
言
、
野
村

淳
治
、
寛
克
彦
と
い

っ
た
東
京
帝
国
大
学

の
現
役
教
授
陣
が
講
師
と
し
て
、
ま
た
当
時

の
法
制
局
書
記
官

で
あ

っ
た
金
森
徳

　
る

　

次
郎
が
大
正
末
期
か
ら
講
師
と
し

て
教
壇

に
た
た
れ

て
い
る
。

日
本

に
お
け
る
憲
法
学
界
の
鐸

々
た
る
憲
法
学
者
が
駿
台

ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
の
形
成

に

一
翼
を
担

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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二
、
主
権
論
争
と
松
本
重
敏

第
二
期
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
幕
開
け
と
さ
れ
る
第

一
次
護
憲
擁
護
運
動
が
起

こ
り
、
民
衆

の
エ
ネ

ル
ギ

ー
が
昂
揚

し
て
い
く
期

で
あ
り
、
本
学

の
憲
法

ス
タ

ッ
フ
は
充
実
期

に
入
る
。

学
界

で
は
、
大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
想
的
指
導
者

で
あ

っ
た
吉
野
作
造
が
、

一
九

一
六

(大
正
五
)
年

「
憲
政

の
本
義

を
説

い
て
其
有
終

の
美
を
済
す

の
途
を
論
ず
」

(中
央
公
論
)
を
発
表
し
、
政
治

に
お
け
る

一
般
民
衆

の
重
視
、
専

制
政
治

の
廃
止
、
立
憲
代
議
制

の
樹
立
、
そ
の
た
め
の
普
通
選
挙
制

の
実
施
を
提
唱
し
て
い
る
。

憲
法
学
界

で
は
、
主
権

の
所
在
を
め
ぐ
る
論
争
が
お
こ
り
、
当
時
、
支
配
的
な
学
説
と
な

っ
て
い
た
天
皇
主
権
説
か
ら
天

↑

鑓
議

貿
曙

竃

竃
竪
饗
醐誌
賢
雛

遷

警

鷺

繍
額
励竃

祭
+

こ
と
の
意
義
は
、
立
憲
主
義
的
、
議
会
制
民
主
主
義
的
傾
向
を
求
め
る
憲
法
学

の
展
開
に
と

っ
て
は
重
大

で
あ

っ
た
。

こ
の

天
皇
主
権
か
ら
天
皇
機
関

へ
の
変
化

は
、
美
濃
部

・
上
杉
論
争
と
な

っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
経
緯
を
含
め

や
や
詳
し
く
学
界

の
状
況
を
紹
介
し
よ
う
。

こ
の
論
争

は
、
上
杉
愼
吉
が

『
国
民
教
育
帝
国
憲
法
講
義
』

(
一
九

一
一
年
)

の
な
か

で
美
濃
部
達
吉

の
憲
法
学
説
を
批

判
し
、
美
濃
部
達
吉
は
、
「
国
民
教
育
帝
国
憲
法
講
義
を
評
す
」
と

い

っ
た
論
文

で
こ
れ
を
反
駁
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。

こ
の
主
権
論
争
は
、

一
九

一
二

(明
治
四
五
)
年
か
ら

二
二

(大
正
二
)
年

に
か
け
て
学
界
を
二
分
し
た
。
美
濃
部
達
吉
は
、

東
京
帝
大

の
憲
法
講
座
を
担
当
し

て
い
た
穂
積
八
束
憲
法
学
に
み
ら
れ
た
国
体
、
政
体

の
二
元
論
を
憲
法
学
説
か
ら
排
除
し
、

政
体

一
元
論
に
よ

っ
て
主
権

に
関
す
る
憲
法
理
論
を
構
成
し
た
。
す
な
わ
ち
、
国
家
は
法
的
人
格
を
も

つ
団
体

で
あ
り
、
主
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、

ジ
芯

.

-

、
三

菱

、

ー
駕

、

権
、
統
治
権
は
こ
の
国
家

に
属
す
る
も
の
で
あ

っ

て
君
主
個
人
に
あ
る
も

の
で
は
な
い
。
法
的
人
格

を
も

つ
団
体
と
し
た
国
家
は
、
当
然
そ
の
機
関
に

よ

っ
て
行
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
日
本

で
は
、

こ

の
機
関

の
統
治
権
を
担
当
す
る
の
が
天
皇

で
あ

っ

て
自
己

の
権
利
と
し
て
も

つ
も
の
で
は
な
い
、
と

主
張
し
た
。

穂
積
八
束
学
説
を
継
承
す
る
上
杉
愼
吉
は
、
穂

積
八
束

の
国
体
論
を
積
極
的

に
導
入
し
、
非
立
憲

的
な
万
世

一
系

の
天
皇
国
体
論
を
憲
法
学

の
主
軸

に
据
え
て
絶
対
主
義
的
憲
法
学

の
立
場

に
た

っ
て

い
た
。
上
杉
愼
吉
に
し
て
み
れ
ば
、
美
濃
部
学
説

の
挑
戦
を
受
け
る
の
は
当
然

で
あ

っ
た
と
も
い
え

る
。
し
か
も

こ
の
時
期
は
、
第
二
次
西
園
寺
政
友

会
内
閣

の
成
立
、
藩
閥
政
治

の
根
絶
を
標
的

に
し

た
第

一
次
護
憲
擁
護
運
動
が
起

っ
て
い
た
時
期

で

も
あ

っ
た
。
美
濃
部
達
吉

の
天
皇
機
関
説

の
主
張

は
学
界
の
支
配
的
地
位
を
得
、

一
九
二
〇
年

に
は

　　
　

東
京
帝
大

の
憲
法
講
座
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
当
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時
、
主
権
論
争
を
資
料
と
し

て
整
理
し
た

『
美
濃
部
博
士
対
上
杉
博
士
最
近
憲
法
論
』

(大
正
二
年

一
〇
月

一
五
日
発
行
)

を
み
る
と
、

こ
の
論
争

に
加
わ

っ
た
市
村
光
恵
、
浮
田
和
民
、
井
上
密
、
織
田
萬
な
ど
の
論
文
か
ら
そ
の
論
争

の
激
し
さ
が

伺
え
る
。

こ
れ
ら
の
論
文

の
内
容
は
別
稿

で
検
討
す
る
と
し

て
、

こ
こ
で
は
当
時
、
本
学

の
教
授

で
あ

っ
た
松
本
重
敏

の
主

権
編
に

つ
い
て
の
べ
た
い
。

松
本
重
敏
は
、
天
皇
主
権
説

の
立
場

に
た

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
松
本
重
敏
は

『
憲
法
原
論
』
(
一
九

一
八
年
)

に
お

い

て

、
「
国
家
又

ハ
国
民

ヲ
以

テ
統
治
権

ノ
主
体

ト
為

シ
天
皇

ヲ
以

テ
其
機
関

ト
為

ス
説

ハ
天
皇

ノ
人
格

ヲ
否
定

ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

人
格

ヲ
否
定

ス
ル
結

果

ハ
忠
君

ヲ
否
定

ス
ル

コ
ト
ト

ナ
ル
ナ
リ
或

ハ
言

ハ
ン
忠

君

ハ
道
徳
学

ノ
論
題

ニ
シ
テ
法
学
上

ノ
問
題

タ

ル
モ
ノ

ニ
非

ス
ト
然

レ
ト
モ
統
治
及
道
徳

ノ
何

タ

ル
ヲ
知

ラ
サ
ル
者

ノ
言

ナ
リ
統
治

ハ
道
徳

ノ
権

現

ナ
リ
統
治

ノ
本
義

ト

道
徳

ト

ハ
同

一
天
則

ノ
両
面

ヲ
成

ス
モ
ノ
ナ
リ
殊

二
君
主

ハ
国
家
前

二
存
在

セ

ス
シ
テ
国
家

ト
同
時

二
発
生

シ
タ

ル
モ

ノ

ニ

ナ
ル
カ
故

二
道
徳

二
八
隠
在

ス
ル

ニ
止

マ
リ
統
治

二
出
現

シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以

テ
道
徳
面

二
在

ル
モ
ノ

ニ
非

ス
シ
テ
統
治

　
　

　

面

二
存
在

ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」

と
。

松
本
重
敏

は
、
天
皇

を
国
家

の
機
関
と
す

る
説

に
対
し

て
、

こ
の
説

は
天
皇

の
人
格
を
否
定
す

る
も

の
で
あ

り
、
天
皇

に

対
す

る
忠
君
を
否
定

す

る
も

の
で
あ

る
と

批
判
す

る
。
松
本
重
敏

に
し

て
み
る
と
、
天
皇
機
関
説
が
支
配
的
学
説

に
な
る
と

自
説

と
し

て
展
開
し

て
い
る
忠
君
論
も
否
定

さ
れ
る

こ
と

に
な
り
か
ね
な
い

こ
と
を
虞

れ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
松
本
重
敏

は
天
皇
主
権
説
を
主
張
す
る
立
場

に
た
ち
、

わ
が
国

は
国
家

と
天
皇

が
同
時

に
発
生

し
た

の
で
天
皇

に
主
権

が
あ

る
の
は
当

然

で
あ

り
、
天
皇

の
人
格

を
否
定
す

る
…機
関
説

は
認
め

ら
れ
な

い
。

ま
た
、
道
徳

面

(忠
君
関
係
)

か
ら
み

て
も
承
認
し
え

な

い
と
主
張
し

て
い
る
。

と
く

に
、

そ

の
忠
君

に
つ
い
て
は

「
忠
君

ハ
統
治
関
係

ナ
ル
カ
故

二
道
徳
学

二
属

ス
ル
モ
ノ

ニ
非

ス
シ
テ
憲
法
学
上

ノ
学
説

タ

ル
ベ
キ

モ
ノ
ナ
リ
」
と

の
べ
て
い
る
。

こ
の
点
、

同
じ
天
皇
主
権
論
者

で
も
国
体
論
を
導
入

し
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て
説
く
穂
積
八
束
や
上
杉
愼
吉

の
場
合
と
は
異
な
る
。
松
本
重
敏

は
国
体
論

に

つ
い
て
、
「
建
国
法
又

ハ
国
体
法

ナ
ル
モ
ノ

　
ア
　

ハ
統
治
関
係
内

二
存

ス
ル
モ
ノ
ニ
非

ス
余

ハ
此
見
地

二
依
り
建
国
法
又

ハ
国
体
法
ナ
ル
モ
ノ
ノ
存
在

ヲ
否
定

ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」

と
主
権
に
関
す
る
説
明
に
国
体

の
存
在
を
認
め
て
い
な
い
。
同
じ
天
皇
主
権
論
に
立
ち
な
が
ら
国
体
論
を
否
定
し
忠
君
論
を

導
入
し
た
と

こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
主
権
論
争
を
通
し

て
支
配
学
説

の
地
位
を
占
め
た
美
濃
部
達
吉
は
、

一
九
〇
四

(明
治
三
七
)
年
か
ら
本
学

の
憲
法
講
師
と
し
て
、
上
杉
愼
吉

は
美
濃
部
達
吉
よ
り

一
〇
年
遅
れ
た

一
九

=
二

(大
正
二
)
年
よ
り
同
じ
く
本
学
講
師
と

し

て
教
壇

に
た
た
れ

て
い
る
。
ま
た
、
政
治
学
科

で
は
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
帰
国
し
た
植
原
悦
二
郎
が

一
九

二
二

(大
正
二
)

年
か
ら
比
較
憲
法
、
政
治
学

の
教
授
と
し
て
、
同
じ
年

に
野
村
淳
治

(東
京
帝
大
教
授
)
が
講
師
と
し
て
教
壇
に
た

っ
て
い

る
。学

界
に
お
い
て
支
配
的
学
説
と
な

っ
た
天
皇
機
関
説
論
者
は
、
そ
の
後
、
東
京

で
は
美
濃
部
達
吉
を
、
京
都
で
は
佐

々
木

　
　
　

惣

一
を
中
心

に
立
憲
主
義
、
議
会
制
民
主
主
義
を
基
調
と
し
た
本
格
的
な
研
究
が
開
始
さ
れ
て
い
く
。
主
権
論
争
は
、
ま
さ

し
く
大
正

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期

に
対
応
す
る
憲
法
改
革

で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
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三
、
松
本
憲
法
学

の
構
造
と
特
徴

で
は
、
天
皇
主
権
論

の
立
場

に
た

っ
た
松
本
重
敏
は
ど

の
よ
う
な
憲
法
学
を
展
開
し
て
い

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
松
本
憲

法
学

の
特
徴

は
、
松
本
重
敏

の
代
表
作

『
憲
法
原
論
』

(
一
九

一
八
年
)
、
『
忠
君
論
』

に
そ
の
思
想
と
特
徴
を
み
る
こ
と
が

で
き
る
。

松
本
重
敏

の
憲
法
学

に
み
ら
れ
る
特
徴
は
、
①
民
主
主
義

の
存
在
を
否
定
し
、
②
民
本
主
義
に

つ
い
て
も
明
治
憲
法
と
両



立
し
な

い
と
し
、
③
天
皇
機
関
説

も
否
定

し

て
い
る
。

そ
し

て
④
統
治
者

に
よ
る
統
治

は
天
皇
大
権
政
治

で
あ

り
、

そ
れ
は

忠
君

に
よ

っ
て
確
立
す

る
と
し

て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

忠
君
と

は
教
育

で
あ

り
、

そ
の
教
育

と
は
、

「
教
育
勅
語

ヲ
教
育

ノ

根
基

ト

シ
テ
教
育

ヲ
施

セ
リ
従

ヒ
テ
国
民

ハ
此
教
育
勅

語

ヲ
奉

シ
テ
忠
君

ナ

ル
臣
民

ノ
本
務

ヲ
行

ハ
サ
ル

ヘ
カ

ラ
サ

ル
モ
ノ
.

　
　
　

ナ
リ
」
と
。
松
本
重
敏
憲
法
は
、

こ
の
期

に
展
開
し

つ
つ
あ

っ
た
近
代
国
家

の
立
憲
体
制

へ
の
成
長
を
阻
止
し
、
む
し
ろ
天

皇
大
権
政
治
を
肯
定
す
る
絶
対
君
主
制
論
者

で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

そ
こ
で
松
本
重
敏
が
描

い
て
い
た
絶
対
君
主
制
を
基
本
と
し
た
憲
法
体
系
を
知
る
た
め

に

『
憲
法
原
論
』

に
依
拠
し
内
容

の
検
討

に
入

っ
て
み
る
。
松
本
重
敏
の

『
憲
法
原
論
』
は

つ
ぎ
の
よ
う
な
構
成
に
な

っ
て
い
る
。

第

一
章
、
統
治
権

(第

一
節
統
治
権

ノ
発
現
、
性
質
、
本
質
)
、
第
二
章
、
統
治
権

ノ
主
体

(第

一
節
主
体

ノ
本
質
、
第

紅鶴
体鷺

誘

聖
書
霧

㌔
璽
蘇
ご鰭
鷺
縮
縫
鷺

慾
璽
㌶

羅

賑

㎜

第
七
節
人
格
者
)
、
第
四
章
、
統
治
権

ノ
機
関

(第

一
節
概
論
、
第
二
節
憲
法
上

ノ
機
関
)
、
第
五
章
、
統
治
権

ノ
行
使

(第

一

一
節
総
論
、
第
二
節
統
治
権
行
使

ノ
体
別
)

で
構
成
さ
れ
、

一
〇

一
〇
頁

に
及
ぶ
大
著

で
あ
る
。

松
本
重
敏

の

『
憲
法
原
論
』

の
中
か
ら
、
松
本
重
敏
論

の
基
調
を
な
す
憲
法
思
想

は

つ
ぎ
の
点

に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。

第

一
に
、
松
本
重
敏

の
憲
法
論
は
、
統

治
権
を
主
体
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
松
本
憲
法
論

の
国
家
哲
理
と
も
い
う
国
家

の

統
治
権

の
発
現
は
、
宇
宙
に
於
け
る
現
象

で
あ
る
と
い
う
点

に
求
め
る
。
宇
宙

の
万
有
は
、
天
則
を
基
準
と
し

て
推
移
す
る

が
故
に
万
有

の
生
存
は
天
則
に
よ
り
て
保
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
天
則
は
万
有
生
存

の
規
範
た
る
も

の
と
し
て
些

の
疑

い
を
入
れ
る
余
地
な
し
と
。
国
家
の
発
生
も
天
則

の
実
現
で
あ
る
。
人
類
中

の
強
者

で
あ
る
君
主
が

「
範
域
内

ノ
人
類

ヲ
統

合

シ
テ
国
家

ヲ
建
立

シ
之

ヲ
統
治

ス
ル
コ
ト
ハ
宇
宙

ノ
発
動

二
因
リ
眞
理

ノ
天
則
ナ
ル
理
法

二
適
応

シ
テ
発
現

シ
タ
ル
モ
ノ

ナ
リ
」
と
。
こ
の
松
本
重
敏

の
哲
理
は
、

日
本

に
お
け
る
統
治
権

の
主
体
に
及
び

「
天
皇

ハ
正

二
君
主

ニ
シ
テ
統
治
権

ノ
主



体

タ
ル

コ
ト
微
塵
異
論

ヲ
挿

ム

ヘ
キ
鯨
地

ヲ
存

セ
サ

ル
ナ
リ
」
と
。

一
説

に
よ
れ
ば
、

明
治
憲
法

は
、

「
天
皇

ハ
統
治
権

ヲ

総
撹

ス
ル

コ
ト

ヲ
規
定

シ
テ
統
治
権

ヲ
有

ス
ル
モ
ノ
ナ

ル

コ
ト
」
を
規
定
し
た
も

の
で
な

い
と

の
主
張
も

あ
る
が
、
松
本
重

敏

は
、
統
治
権

の
主
体

は
憲
法

を
も

っ
て
創
定
す

る
も

の

で
は
な
い
。
明
治
憲
法
第

一
条

に
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
天
皇

が

統

治
権

の
主
体

な
る
が
故

に

「
大

日
本
帝
国

ヲ
統

治

ス
ル
モ
ノ
ナ

ル

コ
ト

ヲ
明
示

シ
タ

ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
反
論

し

て
い
る
。

統
治
権

の
分
割

に

つ
い
て
、
松
本
重
敏

は
、
三
権
分
立

を
採
用
す

る
国

が
あ
る
が
、

明
治
憲
法

に
お

い

て
は
、
立
法
機
関
、

司
法
機
関
べ
行
政
機

関

の
外
、
摂
政
、
枢
密

顧
問
、
行
政
裁

判
所
、
会
計
検
査
院
を
設
置

す
る
。
摂
政

の
外

は
そ
れ
ぞ
れ
が

憲
法
上

の
統

治
機
関

で
あ
り
、
天
皇

に
直
属

す
る
も

の
で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
統
治
機
関
相
互

の
問

に
は
決

し

て
階
級

分

立
関
係

は
な

い
と
指
摘

さ
れ

る
。

第

二
は
、
衆
議
院

の
公

選
制

の
性
格

に

つ
い
て
で
あ
る
。
衆
議
院
議
員

は
国
民

の
代
表
者
と
呼

ん

で
い
る

の
が
、
舶
来
語

で
あ

る
。
松
本
重
敏

は
、
衆
議
院
議
員

の
選
挙

は
権
利

の
行
使

で
は
な
く
、

「統

治
者

力
統
治
機

関

タ

ル
国
会

ヲ
組
織

ス
ル

ニ
当

リ
漠
野

ノ
賢

ヲ
集

ム

ル
為

メ
ノ
任
命

二
代

ヘ
テ
或
国
民

ヲ
シ
テ
選
挙

セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故

二
其
者

二
賦
課

シ
タ

ル

　の

　

名
誉

ア
ル
義
務

ナ
リ
」

と
。
選
挙

は
名
誉
あ

る
義
務
と
し

て
、
参
加
す

る
も

の
で
あ
り
、

そ

の
限

り
、
法
的

に
は
代
議
士

で

も
代
表
者

で
も
な

い
と
。

ま
た
、
選
挙
権
を
帝
国
臣
民

で
あ
り
、
満

二
五
歳

の
男
子

に
限

り
、
女
子

に
認
め

て
い
な

い

こ
と

に
対
し
、
松
本
重
敏

は
、

「
女
子

と
錐

モ
立

派

ナ

ル
選
挙
眼

ヲ
有

ス
ル
者
勘

カ

ラ

ス
女
子

ヲ
シ
テ
選
挙
人

タ

ラ
シ
ム
ル

コ
ト

ヲ
不
可

ト

ス
ル
理
由

二
乏

シ
強

ヒ
テ
不
可

ナ
リ
ト

ス
ル
モ
不
可

ナ
ラ
サ

ル
分

モ

ア
ル
カ
故

二
其
不
可

ナ
ラ
サ
ル
分

ノ
女
子

ヲ

選
挙
人

ト
為

サ
サ

ル
理
由

ハ
絶
無

ナ
リ
選
挙
眼

ヲ
有

ス
ル
女
子

ヲ
選
挙
人

ト
為

ス
コ
ト

ハ
選
挙

眼

ヲ
要
素

ト
セ
サ

ル
普
通
選

　　
　

挙
制
度

二
勝

ル

コ
ト
千
万

ナ
リ
」
と
。
松
本

重
敏

は
、

わ
が
国

は
制
限
選
挙
制
を
採
用
し

て
い
る
が
、
選
挙
資
格

の
拡
張

が

必
要

な

こ
と

は
い
う
ま

で
も

な

い
が
、

そ
れ

に
は
普
通
教
育

の
完
成

に
よ
る
以
外

は
な

い
と

の
べ
る
。
と

こ
ろ
が
、
女
子

の

選
挙
と
な

る
と
、
選
挙
眼
を
有
す

る
女
子

に

つ
い
て
不
可
と
す
る
理
由

は
な

い
。
女
子

の
選
挙
眼
を
有

す
る
者

の
選
挙
資
格
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の
拡
大

は
普

通
選
挙

に
勝

る
と
も
劣

る
も

の
で
は
な

い
と
主
張

す
る
が
、

そ
の
資
格

の
判
断
基
準

に

つ
い
て
は
不
明

で
あ

る
。

と
く

に
、
衆
議
院
議
員
選
挙

に
女

子

の
参
加

を
認
め

る
こ
と

に
、
.
こ
と

の
ほ
か
寛
大

で
あ

る
よ
う

に
思

わ
れ
る
が
、

こ
の
考

え
方

の
背
景

に
は
、
本
来
、
選
挙

は
統

治
者

(天
皇
)

が
与

え
た
名
誉
あ

る
義
務

で
あ
り
、

し
た
が

っ
て
、
男
子

に
劣

ら
ず

選
挙
眼

の
あ

る
女
子

に
も
与
え

る
こ
と

は
望

ま
し

い
と

い

っ
た
考

え
方
を
し

て
い
る
。

こ
の
こ
と

は
普
通
選
挙
制

へ
の
実
施

の

一
環
と
し

て
の
女
子
選
挙

の
実

現
を

は
か
る

こ
と

で
は
な

い
こ
と

は

い
う
ま

で
も
な

い
。
被
選
挙
資
格

に

つ
い
て
は
全

く

触

れ
ら
れ

て
い
な

い
。

第

三
は
、
裁
判
所
お

よ
び
裁
判
官

の
独
立

に

つ
い
て
で
あ

る
。
松
本

重
敏

は
、

モ
ン
テ

ス
キ

ュ
の
三
権
分
立

の
思
想

に
基

づ
く
司
法
機
関

の
独
立

に

つ
い
て
は
、
国
会
、
裁
判
所
及
び
政
府

は
相
互

に
制
肘
拘
束
を
受

け
る

こ
と

は
な

い
。

こ
の
点
、

　だ

　

独
り
司
法
機
関
を
独
立
機
関
で
あ
る
と
云
う
必
要
は
な
い
と
し

て
ま
ず
、
三
権
分
立

の
考
え
方
を
否
定
す

る
。
ま
た
、
裁
判

官

の
身
分
保
障

に

つ
い
て
は
、
「
裁
判
官

ハ
刑
法

ノ
宣
告
又

ハ
懲
戒

ノ
処
分

二
由

ル
ノ
外
其
職

ヲ
免

セ
ラ
ル
ル

コ
ト
ナ
シ
」

(憲
法
五
八
条
第
二
項
)
と
規
定
し

て
い
る
こ
と
を
重
視
し
、
裁
判
所
構
成
法
弟
七

四
条
に

「
刑
事
力
身
体
若

ハ
精
神
衰
弱

二
因
リ
職
務

ヲ
執

ル
コ
ト
ノ
能

ハ
サ
ル

ニ
至
り
タ
ル
ト
キ

ハ
司
法
大
臣

ハ
控
訴
院
又

ハ
大
審
院

ノ
総
会

ノ
決
議

二
依
リ
之

二

退
職

ヲ
命

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
、

こ
の
規
定
は
刑
法

の
宣
告
文
又
は
徴
戒

の
処
分

に
よ
ら
ず

　
お
　

し

て
其
職
を
免

ず
る
も

の
で
違
憲

の
規
定

で
あ

る
と
主
張
す

る
。
司
法
大
臣

の
地
位

は
政
府

の

一
員

で
あ

り
、
し
た
が

っ
て
、

そ

の
介

入
を

で
き

る
だ
け
さ
け
よ
う
と
し

た
も

の
と
解

さ
れ
る
。

こ
の
点

に

つ
い
て
は
裁
判
官

の
独
立

の
保
障
を
強
く
意
識

し
た
主
張

と
し

て
読

み

こ
む

こ
と
が

で
き

よ
う
。

第

四
に
、
臣
民

の
権
利

に

つ
い
て
、で
あ

る
。
本
書

は

一
〇

一
〇
頁

に
及

ぶ
彪
大
な
憲
法
体
系
書

に
あ

っ
て
、
臣
民

の
権
利

に
関
す

る
部
分
は
、
わ
ず
か
三
〇
頁
程
度

で
終

っ
て
い
る
。
松
本
重
敏

は
、
臣
民

の
権
利

は
、
生

存

の
た
め

の
権
利

で
あ
り
、

人
格

を
維
持

す

る
た
め

の
も

の
で
あ

る
。
と

こ
ろ
が

一
般
学
説

は
、
国
民

は
国
民
権

(自
由
権
、
統
治
権
行
使
要
求
権
、
参
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政
権
)
な
る
特
権
を
有
す
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
参
政
権
は
と
も
か
く
自
由
権
お
よ
び
統
治
権
行
使
要
求
権
な
る
も

の

は
国
民

の
特
権

で
は
な
い
。
特
権

で
あ
る
と
す
れ
ば
領
土

に
在
留
す
る
国
民

で
な
い
者
は

一
切
の
自
由
を
有
し
な
い
こ
と
に

　ロ
　

な
る
と
批
判
し
、
「
国
民
タ
ル
ト
非
国
民
タ
ル
ト
ヲ
問

ハ
ス
皆
自
由

ヲ
有
」
す
る
、
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
松
本
重
敏
は
、

そ
れ
ら
の
自
由

の
維
持

は
、
生
存
権

の
行
使
に
よ

っ
て
保
障
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
生
存
権
の
行
使
が
、
人
格

を
維
持
す
る
た
め
の
統
治
化

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
臣
民
が
有
す
る
自
由

の
維
持
は
、
統
治
者
か
ら
の
自
由

で
は
な
く
統
治
者

に
よ

っ
て
保
障
さ
れ
る
自
由
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

同
じ
頃
出
版
さ
れ
た
美
濃
部
達
吉

『
憲
法
撮
要

(訂
正
四
版
)
』
(
一
九
三

一
年
)

に
み
ら
れ
る

「
国
民

の
権
利
義
務
」
と

松
本
重
敏

の

「
臣
民

の
権
利
義
務
」
を
比
較
し
て
み
る
と
松
本
重
敏

の
考
え
方
が
浮
彫

に
さ
れ
る
。
美
濃
部
達
吉

は
、
西
欧

か
ら
帰
国
し
近
代
憲
法
学

の
視
点
か
ら
、
「
臣
民

の
権
利
義
務
」
を

「
国
民
の
権
利
義
務
」
と
し

て
、
近
代
憲
法

の
流
れ

に

立
脚
し
た
展
開
を
は
じ
め
る
。
「
国
民

ハ
国
家

二
対

シ
義
務

ノ
主
体
タ
ル
ト
共

二
又
権
利
主
体
タ
ル
地
位

ヲ
有

ス
」
。
国
民

の

権
利
に

つ
い
て
は
公
権

.
私
権

に
分
け
ら
れ
、

こ
こ
で
対
象
と
な
る
公
権
に
は
自
由
権
、
受
益
権
及
び
参
政
権

に
さ
ら
に
わ

け
ら
れ
る
。
わ
け

て
も
自
由
権
と
は
、
「
国
法

ノ
定

ム
ル
所

二
依

ル
ノ
外
国
家

ノ
命
令
及
強
制

ヲ
受
ケ
ザ
ル
権
利

ヲ
謂
方
」
。

も
し
、
国
家
が
無
制
限

に
国
民

に
対
し
命
令
し
強
制
す
る
権
利
を
有
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
国
民

は
国
家

の
如
何
な
る
命
令

強
制
に
対
し
て
も
絶
対

に
服
従
す
る
義
務
を
負
う
も

の
な
り
、
自
由
権
は
全
く
存
立
す
る
余
地
が
な
い
と
。

こ
の
思
想
は
近

代

の
立
憲
制
度

の
最
も
重
要
な
る
根
本
思
想

の

一
つ
で
あ
る
と

の
べ
て
い
る
。
自
由
権
が
君
主

(天
皇
)

の
統
治
、
㌧
忠
君
の

も
と
で
保
障
さ
れ
る
と
す
る
松
本
重
敏

の
憲
法
思
想
と
は
全
く
異

っ
た
も
の
と
し
て
捉
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
国
民

の
選
挙
権

に

つ
い
て
は
、
松
本
重
敏
は
、
選
挙
機
関

に
よ
る
統
治
者

の
任
命
行
為
と
し

て
い
た
が
、
美
濃
部

　お
　

達
吉

は
、
参
政
権
を

「
国
家

の
機
関
と
し
て
国
家

の
公
務
を
行

い
得
る
権
利
を
い
う
」

い
わ
ゆ
る
公
務
説

に
た

っ
て
い
る
。

わ
け
て
も
、
参
政
権

(選
挙
権
)

の
登
場
は
、
近
代
立
憲
政
体

の
あ
ら
わ
れ

で
あ
り
専
制
政
体
と
区
別
せ
ら
れ
る
顕
著
な
特

一156一



徴

で
あ
る
と
し

て
い
る
。
松
本
重
敏
は
、
明
治
憲
法
を
近
代
立
憲
政
治

に
脱
皮
す
る
こ
と
を
抑
え

こ
み
天
皇
政
治

の
枠
組
み

で
選
挙
を
統
治
者

の
任
命
行
為

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と

こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

四
、
松
本
重
敏
と
女
子
部
の
創
立

本
学
が
他

の
国

・
公

・
私
立
大
学

に
先
ん
じ

て
法
律
、
経
済
と
い

っ
た
高
等
教
育
分
野
に
お
い
て
、
,
女
性

に
門
戸
を
開
い

た
の
は
、

一
九
二
九

(昭
和
四
)
年

で
あ

っ
た
。
時
あ
た
か
も
世
界
恐
慌

の
波
を
受
け
経
済
的
不
況
の
最
中

で
あ
り
、
国
家

主
義
者

の
拾
頭
に
よ
る
暗

い
時
期

に
入
り

つ
つ
で
あ

っ
た
。

こ
の
時
期
に
高
等
教
育
の
普
及
と
男
女
共
学
教
育

へ
の
意
気
込

み
が
、
本
学

で
は
女
子
部

の
創
設
と
な

っ
た
コ
女
子
部
創
立
当
時

の
運
営
委
員
を
み
る
と
穂
積
重
遠

(東
京
帝
大
教
授
)
、

松
本
重
敏

(本
学
法
学
部
教
授
)
な
ど
の
五
人

の
運
営
委
員
と
三
人

の
幹
事

で
構
成
さ
れ

て
い
る
。
と
り
わ
け
、
運
営
委
員

の
中

で
中
心
的
役
割
を
は
た
し
た
の
が
穂
積
重
遠
と
松
本
重
敏

で
あ

っ
た
。
穂
積
重
遠

は
、
東
京
帝
大

の
教
授

で
あ
り
、
本

学
法
学
部

の
講
師
を
し
て
民
法
を
教
授
し
て
い
た
。
穂
積
重
遠
は
女
性

の
社
会
的
地
位

に
関
心
を
も
ち
、
か

つ
婦
人
問
題

の

啓
蒙
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
松
本
重
敏
は
、
本
学

の
憲
法
教
授
を
す
る
傍
ら
、
弁
護
士
と
し
て
活
躍
さ
れ

て
い
た
。
穂

積
重
遠
と
松
本
重
敏
は
共
に

「
公
民
教
育
委
員
会
」

の
メ
ン
バ
ー
で
あ

っ
た

こ
と
か
ら
、
二
人
は
女
子
に
法
律
を
教
え
る
学

校
設
置
の
必
要
性

で
意
見
が

一
致

し
、
そ
れ
が
現
実

の
も

の
に
な

っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。
松
本
重
敏
は
創
立
当
時

に
憲
法

　じ

を
担
当
し
、

一
九
二
九

(昭
和
四
)
年

一
一
月
に
女
子
部
部
長

に
就
任
し

て
い
る
。
本
学
女
子
部

の
開
校
式

の
挨
拶

に
お
い

て
、
横
田
秀
雄
学
長
は
、
女
子
部

の
設
置
理
由

に

つ
い
て
第

一
に

「
女
子
を
し

て
学
問
上

に
於

て
そ
の
天
分
を
発
揮
す
る
こ

と
を
得
せ
し
む
る
が
為

に
、
学
問

の
研
究

に
関
し
均
等

の
機
会
を
与

へ
る
」

こ
と
、
第
二
に
、
「
男
尊
女
卑

の
旧
習
を
打
破

し
、
女
子
の
人
格
を
尊
重
」
し
て
い
く
た
め
に
、
ま
た

「
良
妻
た
り
賢
母
た
る
の
実
」
を
全
う
す
る
た
め

の
女
子
高
等
教
育
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の
場
と
し

て
、
第
三
に
、
「女
子
自
か
ら
社
会
に
活
動
し
」
コ

身

一
家

の
為
又
国
の
為

に
書
す
」
人
材
を
確
保
す
る
場
と
し

て
女
子
高
等
教
育
が
必
要
と
な
る
。

そ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
設
置
し
た
。

こ
の
設
置
に
は
、
穂
積
博
士
、
松
本
博
士

あ

　

の
尽
力
が
あ

っ
た
が
故

で
あ
る
と
謝
辞
を

の
べ
て
い
た
。

い
ま
ま
で
研
究

の
対
象
と
し
て
き
た
絶
対
君
主
制
、
天
皇
主
権
説
に
た

つ
松
本
重
敏
が
、
女
子
高
等
教
育

に

つ
い
て
ど
う

し
て
こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
役
割
を
は
た
し
た
の
か
、
私
に
と

っ
て
興
味

の
も
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
は
松
本
憲
法

学
と
女
性

の
法
的
地
位

の
法
的
整
合
性
は
如
何
と
い

っ
た
問
題

で
も
あ
る
。

こ
こ
に
松
本
重
敏

の
女
子
教
育

に
関
す
る
発
言

が
あ
る
の
で
そ
の

一
端

の
紹
介
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

政
府
が
第
五
九
帝
国
議
会

に
提
出
し
よ
う
と
し

て
い
る
地
方
自
治
体
議
会

へ
の
婦
人

の
選
挙
権

の
是
非
を
め
ぐ
る
論
議
を

前

に
し

て
、
松
本
重
敏
は
こ
う
の
べ
て
い
る
。
「
政
治

は
男
女
平
等

に
権
利
を
分

っ
て
初
め

て
調
和
あ
る
所

の
完
成
を
見
得

る
も
の
と
信
ず
る
、
婦
人

の
公
民
権
は
参
政
権

へ
の
第

一
歩
と
し

て
の
過
程

で
あ
る
。
」
「
我
国
の
思
想

は
誤
ま
れ
る

『
女
子

は
家
庭

に
』
な
る
伝
統

に
支
配
さ
れ
、
無
用
論
が
可
成
強
く
行

は
れ
て
き
た
が
そ
ん
な
も

の
は
意
に
介
す
る
必
要
は
な
い
。
」

・

「
婦
人
は
昭
和
四
年
五
月

の
全
国
高
女
学
校
会
議

に
お

い
て
公
民
科
を
必
須
科
目
と
し
て
実
施
さ
れ
て
ゐ
る
の
み
な
ら
ず
、

婦
人
は
何
十
年
男
子

の
な
す
政
治
を
静
か
に
批
判
し

て
き
た
政
治
教
育

の
点

に
お
い
て
は
決
し

て
不
充
分

で
あ
る
と
は
思
わ

れ
な
い
。
」
「
今
更
婦
人

に
こ
れ
を
与
え
た
と
し
て
も
決
し
て
こ
の
弊
害
が
増
す
や
う
な
こ
と
は
な
い
と
信
ず
る
。
」
「
又
年
令

等
も
同
年
令

で
あ
る
べ
き
だ
と
思
ふ
、
男
女
二
〇
歳
を
超
ゆ
る
と
知
能
に
大
し
た
差
異

の
あ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
。
松
本

重
敏

の
男
女
平
等

の
必
要
性
、
婦
人
参
政
権

の
実
現

に
向
け
た
主
張
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る

(昭
和
六
年

一
月
二
二
日

「
駿
台
新
報
」
)
。

ま
た
、
女
子
部

は

一
九
二
九

(昭
和
四
)
年

に
、
専
門
学
校
と
し
て
の
法
的
地
位
を
え
な
が
ら
、
学
部
入
学
が
認
め
ら
れ

て
お
ら
ず
、

一
九
三

一

(昭
和
六
)
年

四
月

二
二
日
に
文
部
大
臣
よ
り
許
可
さ
れ
た
時
、
松
本
重
敏
は
女
子
部
長
と
し

て
学
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生

に
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
贈

っ
て
い
る
。

一
九
三
二

(昭
和
七
)
年
か
ら

「
新
女
子
学
生
が
出
来

て
、
男
女
共
学
に
な
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
良

い
こ
と

で
す
。
現
在

の
教
育
制
度

に
急
変
化
を
起
す

こ
と
は
予
想
さ
れ
ま
す
が
と
も
か
く
女
子

の
地
位
が
向
上
す

る
謹

で
す
。
共
学

の
暁
は
女
子
学
生

に
対
し
て
男
学
生
は
憎
み
な
き
同
情
と
便
宜
を
与
え
て
頂
き
た
い
と
思
ふ
」
(
「駿
台
新

報
、
昭
和
六
年
四
月
二
三
日
)
と
。

松
本
重
敏

の
女
性

の
地
位
に
関
す
る
ζ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、

い

つ
形
成
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
松
本
重
敏

の
思
想

を
生
み
だ
す
東
洋
思
想

(孔
孟
思
想
)
か
ら
見

い
出
す
こ
と
は
困
難

で
あ
る
が
、
松
本
重
敏

の

『
憲
法
原
論
』
か
ら
婦
人
参

政
権

の
考
え
方
を
引
き
出
す

こ
と
は
可
能

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
松
本
重
敏
は
衆
議
院
議
員

の
代
表
を
選
出
す
る
行
為
を
統

治
者

に
よ
る
任
命
行
為

の
賦
与
と
解
し

て
い
る
。
そ
の
任
命
行
為
を
統
治
者
は
選
挙
に
よ
る
方
法

で
選
出
す
る
こ
と
を
是
認

し
た
。
し
か
し
、
選
挙
は
権
利
と
解
す
る
の
で
は
な
く
名
誉
あ
る
義
務

で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
い

っ
た
考
え
方
に
た

っ

て
い
る
。

こ
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
何
も
選
挙
は
普
通
選
挙
制
の
実
現
と
い

っ
た
中

で
婦
人

の
選
挙
を
認
め
る
と

い
う
も
の

で
は
な
く
、
選
挙
眼
の
す
ぐ
れ
た
女
性

に
選
挙
、
参
政
権
を
賦
与
し

て
も
決
し
て
弊
害
と
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
能
力
あ

る
女
性

の
選
挙

へ
の
参
加
を
承
認
し
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
男
女
平
等

へ
の
道
を
開
く
こ
と
に
と
く
に
熱
心

で
あ
り
、

『女
子
は
家
庭

に
』
な
る
伝
統

に
支
配
さ
れ
て
い
る
が
、
意

に
介
す
る
必
要
な
く
社
会

へ
の
進
出
を
積
極
的

に
訴
え
て
い
る
。

こ
う
し

て
み
る
と
、
松
本
重
敏
は
女
子
教
育

の
実
現
、
そ
の
も

の
で
の
男
女
平
等
論
、
'女
子
の
社
会
参
加

の
主
張

に
非
常

に

熱
心
あ
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
松
本
重
敏

の
女
子
部
創
立

へ
の
期
待
が
い
か
に
大
き
か

っ
た
か
を
示
し

て
い
る
と
も

い
え

る
。
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五
、

駿
河
台

ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
の
展
開

松
本
重
敏
は
、
明
治
大
学
法
学
部

に
お
け
る
最
初

の
専
任
教
員
と
し

て
、

一
〇
年
間
、

そ
の
後
、
女
子
部
教
授
と
し
て
二

年
間
ほ
ど
教
壇

に
た

っ
て
い
る
本
学

の
第
二
期
を
代
表
す
る
学
者

で
あ
る
。

こ
の
期
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
時
代

で
あ
り
、

反
政
党
勢
力
の
牙
城

で
あ

っ
た
山
県
閥
が
、
第

一
次
護
憲
擁
護
運
動

(
一
九

一
三

〈
大
正
二
〉
年
)
、
第

二
次
護
憲
擁
護
運

動

(
一
九
二
四

〈
大
正

=
二
〉
年
)

に
よ

っ
て
政
治
的

に
敗
北
し
、
「
憲
政

の
常
道
」
と
呼
ば
れ
た
政
党

の
多
数
党
党
首
を

内
閣
総
理
大
臣
と
す
る
政
党
内
閣

の
成
立
が

一
時
期

で
は
あ
る
が
み
ら
れ
た
。
憲
法
学

の
研
究
も
そ
れ
に
呼
応
し
て
大
き
な

転
化
を
遂
げ

て
い
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
明
治
期

に
主
流
を
占
め

て
い
た
絶
対
君
主
制
、
天
皇
主
権
説
を
も

っ
て
憲
法
学

を
構
成
し
て
い
た
学
説
が
こ
の
期

に
入

っ
て
よ
り
立
憲
君
主
制
か

つ
議
会
制
民
主
主
義

の
確
立

の
方
向

に
、
主
権
論

で
い
え

ば
天
皇
機
関
説

へ
の
転
化
が
は
か
ら
れ
て
い

っ
た
。

そ
の
変
化
は
本
学
の
憲
法

の
講
師
陣

の
間
に
も
あ
ら
わ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
か
ら
そ
の
対
応
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
立
憲
君
主
制

・
国
家

(天
皇
)
機
関
説
を
代
表
す
る
美
濃
部
達
吉
、
野

村
淳
治
そ
し

て
金
森
徳
次
郎
が
本
学

の
教
壇

に
た
た
れ
て
い
る
。
政
治
学
科

で
は
比
較
憲
法
を
担
当
し
た
植
原
悦
二
郎
が

一

九

二
二

(大
正
二
)
年
か
ら
教
壇
に
た
た
れ
諸
外
国

(
と
く
に
欧
米
諸
国
)

の
憲
法
を
参
考

に
し
な
が
ら
立
憲
君
主
制

の
需

要
性
を
説
き
天
皇
主
権
説

に
た

つ
論
者

に
厳
し
い
批
判
を
加
え
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
植
原
悦
二
郎
は
、
当
時
惹
起
さ
れ
た

「
無
届
記
念
館
使
用
お
よ
び
学
生
大
会

の
名

で
学
長
、
田
島
学
監
に
勇
退
を
勧
告
す
る
決
議
」

に
同
情
的

で
あ

っ
た
こ
と

で

免
職
さ
れ
る
。
そ
の
後
任
と
し

て

一
九
二
〇

(大
正
九
)
年
か
ら
野
村
淳
治

(東
京
帝
大
教
授
)
が
講
師
と
し
て
教
壇

に
た

た
れ
て
い
る
。
野
村
淳
治
は
、

ド
イ

ツ
国
法
学
の
研
究
者

で
あ
り
、
そ
の
影
響
が
色
濃
く
、
当
時

の
主
権
論
争

で
は
、
国
家

を
も

っ
て
法
律
上

の
権
利
主
体
と
す
る
国
家
法
人
説

に
た

っ
て
い
る
。

(「
憲
法
撮
要
」
上
巻
七
九
頁
)
。
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こ
れ
に
対
し
、
上
杉
慢
言
、
寛
克
彦
、
本
学
教
授

の
松
本
重
敏
は
、
絶
対
君
主
制
、
天
皇
主
権
説
論
者

で
あ

っ
た
。
f
こ
れ

ら
の
論
者
も
立
憲
君
主
制

・
天
皇
機
関
説
論
者
と
同
じ
時
期

に
本
校

の
教
壇

に
た

っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
松
本
重
敏
は
、

上
杉
愼
吉
、
寛
克
彦
等
の
憲
法
と
は
異
な
る
独
自

の
学
風
を

つ
く
り
あ
げ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
松
本
重
敏
憲
法
学
は
、
国

家

の
発
生
も
宇
宙

の
現
象
と
同
様
、
天
則

の
実
現

で
あ
る
。
そ
の
国
家

の
発
生

は
統
治
者

(天
皇
)

の
誕
生
と
同
じ
で
あ
る
。

国
家

の
統
治
は
、
天
皇
の
統
治

で
あ
り
、
統
治
は

「
道
徳

ノ
権
現
ナ
リ
」
と
し
て
天
皇
大
権
政
治
に
忠
君
論
を
導
入
し
て
、

絶
対
的
君
主
制
国
家

へ
の
忠
誠
を
よ
り
強
固
な
も

の
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

こ
の
こ
と
は
松
本
重
敏

の
博
士
論
文

「
忠
君

　ぼ
　

論
」

に
み
る
こ
と
が

で
き
る
し
、
そ
れ
は
欧
米
的
憲
法
思
想

(
近
代
立
憲
主
義
)
や

「
報
恩
乃
至
国
祖
宗
教
」

の
思
想
を
排

除
し
た
理
論
構
成
か
ら
も
知

る
こ
と
が

で
き
る
。

ま
た
、
松
本
重
敏

の
国
家
統
治

に

「
忠
君
論
」
を
導
入
し
、
統
治
権
者

へ
の
全
面
的
服
従
を
承
認
す
る
憲
法
論

の
構
築

は
、

た
と
え
国
民

に
自
由
が
あ
る
と
い

っ
て
も
人
格
を
維
持
す
る
た
め

の
統
治
化
を
条
件
と
し

て
の
自
由

で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る

限
り
、
統
治
者

の
絶
対
的
服
従

の
中

で
の
自
由

に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
自
由

の
保
障

で
は
近
代
国
家

の
法
体
系

を
維
持
す
る
限
り
承
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
自
由

の
保
障
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
か

で
、
松
本
重
敏
は
婦
人

の
権
利
、
婦
人
参
政
資
格
、
選
挙
権

の
賦

与
を
名
誉
あ
る
義
務
と
解
し
、
国
家

の
公
務

に
参
加
す
る
こ
と
は
、
-男
子
に
劣
ら
な
い
選
挙
眼

の
あ
る
女
子
な
ら
ば
認
め
ら

れ
て
よ
い
と
す
る
立
場
に
た

っ
て
い
る
。
そ
の
た
め

に
、
教
育
が
何
よ
り
重
要

で
あ
る
と
説
く

の
で
あ
る
。
職
業
婦
人

の
政

治
参
加
を
積
極
的
な
も
の
と
し

て
進
め
る
の
も
教
育
次
第
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
良
妻
賢
母
型
、
教
養
型

の
教
育

で
は
な
く
、

社
会
進
出
を
め
ざ
す
職
業
婦
人
と
し
て
の
必
要
な
女
子
教
育

の
創
設
に
打
ち
込
ん
だ

の
は
そ
の
趣
旨
か
ら

で
あ
り
、
決
し

て

制
限
選
挙
制
か
ら
普
通
選
挙
制
、
女
子
も
含
め
た
完
全
普
通
選
挙
制

の
実
現
と
し
て
の
側
面
か
ら

の
も
の
で
は
な
い
。

松
本
重
敏
は
、
本
学
憲
法

の
展
開
期

で
あ
る
第
二
期
を
代
表
す
る
教
授
と
し
て
駿
台

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
担

っ
た
こ
と
は
専
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実

で
あ
る
。
し
か
し
、
本
学

の
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
の
展
開
と

い
う
視
点
、
と

り
わ
け
建
学

の
精
神

(権
利

・
自
由
)

の
普
及
、

展
開

と

い
う
視
点

か
ら
み
る
と
、
松
本
重
敏

の
憲
法

(構
造
)
論

は
天
皇
主
権

に
も
と
つ
く
絶
対

君
主
制

の
枠
か
ら
脱
皮
す

る
ど

こ
ろ
か
忠
君
を
導
入
し

て
よ
り
強

固
な
も

の
に
な

っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
国

民

の
権
利
保
障

に

つ
い

て
は
、
松
本

重
敏
が
強

調
す

る
絶
対
君
主
制

の
立
場

か
ら
は
法
的
権
利

と
し

て
説
明
す

る
こ
と
は

で
き

な
い
と
し

て
も
、
絶
対

君
主
制

の

下

に
あ

っ
て
、
男
女
平
等
論
、
女
性

の
家
庭

か
ら

の
解
放
、
女
性

の
地
位

の
拡
大
、
教
育
を
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
可
能
と

な

る
と
考
え
、

そ
れ
を
実
践
を
し
た
も

の
と

い
え
る
。

そ
の
点

で
松
本
重
敏

は
、
駿
台

ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
の

一
揖
を
担

っ
た
教
授

と
し

て

一
定

の
高

い
評
価
を
与
え

る
こ
と
が

で
き
よ
う
ρ

(注
)

(
1
)

明
治
法
律
学
校
創
立
当
初
か

ら
明
治
憲
法

(
一
八
八
九
年
)
制
定

ま

で
の
期
間
を
中
心

に
し
た
公
法

(憲
法
、
行
政
法
)
学
を
担
当

し
た
講
師
、
講
義
状
況

に

つ
い
て
は
、

和
田
英
夫

『
日
本

の
法
学
と
明
治
法
律
学
校

に
お
け
る
法
学
と
法
学
教
育
』

(明
治
大
学
法
学
部

八
十
五
年
史

編
纂
委
員
会
)

所
収

五
七
頁

以
下
。

ほ
か
に
学
校
法
人
明
治
大
学

発
行

『
明
治
大
学
百
年
史
』
第

三
巻
通
史
編

1
、

一
一

七
頁
以
下

(
2
)

松
本
重
敏

は
、

一
八
七
〇

(明
治
三
)
年
愛
媛

県
宇
和
島
出
身
。

一
八
九
八

(明
治
三

一
)

年

に
明
治
法
律
学
校
を
卒
業
。

一
九
〇

二

(
明
治
三
五
)
年
五
月

に
任
官

し
、
広
島
地
裁
判
事
と
な

る
。

一
九
〇

四

(明
治
三
七
)

年
か
ら

一
九
〇
七

(
明
治

四

一
)
年

ま

で

警
視

庁
講
師

と
な
り
明
治
憲
法
を
講
義
す

る
。
明
治
法
律
学
校

に
か
か
わ
り
を
も

つ
の
が

一
九

一
七

(大
正
六
)
年

か
ら

で
あ

り
講
師

と
し

て
憲
法
を
担
当
す

る
。
本
学
が
大
学
令

に
基
づ
く
大
学
と
し

て
認
可
を
得
た

一
九

二
〇

(大
正
九
)
年

に
は
、
憲
法
教
授
と
な
る
。

一
九

二
九

(
昭
和

四
)
年

に
は
新
設

さ
れ
た
女
子
部

々
長

と
な
る
。

(
3
)

植
原
悦

二
郎

は
、

一
八
七
七

(明
治

一
〇
)
年
長

野
県
南
安
曇
郡

三
郷
村
生
。

一
九
〇
七

(
明
治

四
〇
)
年

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

ワ
シ

ン
ト

ン
州
立
大
学
卒
業
、

一
九

一
〇

(
明
治

四
三
)
年

イ
ギ

リ

ス

・
ロ
ン
ド

ン
大
学

で
ド
ク
ト
ル

・
オ
ブ

・
サ
イ

エ
ン
ス
の
学
位
を
取

一162一



イ

得
。

一
九

一

一

(
明
治

四
四
)
年

帰
国
、

一
九

一
二

(
明
治

四
五
)
年

よ
り
明
治
大

学
教
授
。

以
後

一
九

一
九

(大
正

八
)
年

ま

で
比

較
憲

法
、
政
治
学

の
教
授
と
し

て
教
壇

に
た

つ
。

そ
の
間

の

一
九

一
七

(大
正
六
)
年

に
よ

り
衆
議
院
議
員
と
し

て
活
躍
す

る
。

(
4
)
㌧

金
森
徳
次
郎

は
、

一
九

八
六

。(
明
治

一
九
)
年
、
本

籍
地
、
東

京
本
郷
区
。

法
制

局
参
事

官

お
よ
び
審

査
官
を
経

て

一
九

二
四

(大

、
.
、
正

一
三
)
年

に
は
法
制

局
書
記
官
、
行
政
裁
判
所

評
定

官
を
務
め

一
九

二
六

(大
正

一
五
)

年

に
明
治
大
学
講
師

と
し

て
教
壇

に
た

つ
。

(
5
)

こ
の
点

に

つ
い

て
、
長

谷
川
正
安

は
、

美
濃
部

の
天
皇
機
関
説

は
支

配
学
説

と
な

り
、

ほ
ぼ
公
認

の
も

の
と
な

っ
た
。
美
濃
部

は
、

大
正
九
年

に
は
は
じ
め

て
東
京
帝
大

で
憲
法
講
義

を
行

っ
て
い
る
し
、
高

等
文
官
試
験

の
委
員

に
も
な

っ
た
、

と

の

べ
て
い
る

(長
谷

・川
正
安

『
昭
和
憲
法
史
』

八

四
頁
以
下
)
。

(
6
>

松

本
重
敏

『
憲
法
原
論
』

二
六

二
頁
以
下

(
7
)
け
松

本
重
敏

ゴ
前
掲
書
七
七
八
ー
七
七
九
頁

　 ノヘ ノへ

191817
)))

　 　 　 　 　 　 　 　 　
16工5141312111098
)))))))))

吉
田
善
明

『
日
本
国
憲
法
論

(第
三
版
)』

松
本
重
敏

『憲
法
原
論
』
ら四

一
頁

松
本
重
敏

・
前
掲
書

松
本
重
敏

・
前
掲
書

松
本
重
敏

・
前
掲
書

松
本
重
敏

・
前
掲
書

松
本
重
敏

・
前
掲
書

三
七
頁

以
下
。

美
濃
部
達
吉

『憲
法
撮
要
』

美
濃
部
達
吉

・
前
掲
書

明
治
大
学
短
期
大
学

女
子
部
開
校
式
に
お
け
る
横
田
学
長
の
挨
拶
、

松
本
重
敏

『忠
君
論
』

三
六
〇
頁

四
八
六
頁
以
下

六
三
〇
頁

六
三
三
頁

三
五
三
頁

一
七
二
頁

一
八
九
頁

『明
治
大
学
短
期
大
学
五
十
年
史
』

一
頁
以
下

明
治
大
学
短
期
大
学

・
前
掲
書
所
収

一
八
五
頁

二
五
六
頁
以
下
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